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目黒区子ども条例は、子どもたちが、いきいきと、元気に過ごすことのできるまちを目指して、平成 17

年に制定されました。条例の趣旨に則り、子どもがいじめや虐待等の人権侵害から擁護され、子どもの参

加や意見表明が自由にでき、自主性が尊重される社会となるよう「子育て」と「子育ち」の視点から取り

組んでいきます。 

「子育て」の視点から、保健、医療、福祉、教育など様々な分野の連携を進めるとともに、地域の中で

多世代交流の場を広げていくなど、安心して子どもを生み育てられる環境を整えていきます。また、保護

者がそれぞれの状況に応じた子育てに関する悩みや不安等を相談できる場や孤立化を防ぎ保護者同士が

交流できる環境を整備することで、子どもの成長に合わせた適切なサービスが受けられるよう取り組ん

でいきます。 

「子育ち」の視点から、子どもが安全に安心して過ごせる居場所づくりや気軽に相談できる身近な窓口

などの整備を進めていくことで、子どもたちの健やかな成長を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・区は、令和３年に策定した目黒区基本構想において、区政の運営方針の一つに「平和と人権・多様性の

尊重」を掲げ、全ての人が互いの人権を尊重し合う地域社会の実現を目指しています。子どもの権利の

擁護を定める「目黒区子ども条例」は、「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、平成 17年に制定

し、子どもが自らの意思で成長していく「子育ち」を支えるまちの実現を目指して、子どもの参加や意

見、自主性や権利が尊重される行政運営に努めているところです。 

・平成 20年に設置した「子どもの権利擁護委員制度」（めぐろ はあと ねっと）などにより子どもの不

安や悩みを受け止め、児童虐待やいじめなどの子どもの権利侵害を予防・救済するための相談体制を整

備してきました。 

・令和３年４月には「東京都こども基本条例」が制定され、東京都においても、子どもが誰一人取り残さ

れることなく、将来への希望をもって、のびのびと健やかに育っていく環境の整備・取組が進められて

います。 

・こども施策を総合的に推進するための新たな法律であるこども基本法が令和５年４月に施行されまし

た。同法は、こどもの権利擁護とともに、こども施策の実施・策定・評価に対する、こどもの意見表明

の機会創出についても定めています。 

基 本 

目 標 ６ 子育て子育ちへの支援の充実 

施
策
一
覧 

施策１ 子どもの権利が尊重される環境の整備 

施策２ 妊娠期から青年期までの包括的な子育て家庭への支援 

施策３ 子どもの虐待を防止するための体制整備 

施策４ 多様な保育・教育の充実 

施策５ 子どもの安全な遊び場・放課後の居場所づくりの推進 

施策１ 子どもの権利が尊重される環境の整備 
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・区は、目黒区子ども条例の一層の普及・啓発とともに、子どもの権利尊重の意識向上に努め、子どもの

人権に関する啓発や学習を深めることが求められています。そのためには、年齢に関わらず相互に交流

する機会をつくることなどにより、お互いの理解を深め多様性を尊重すること、更にその輪を区全体に

広げていくことが必要です。 

・「子どもの権利擁護委員制度」の普及や啓発に努め、子どもが気軽に相談できるよう、更なる充実を図

るとともに、一人ひとりの子どもに人権尊重の理念を定着させ、豊かな人間性と思いやりの心を育む人

権教育の推進が求められています。 

・あわせて、子どもの意見表明の機会を確保する仕組みを構築し、行政の各分野で子どもの参加する機会

や場を提供していくことが必要です。 

 

主な取組 

■「子どもの権利擁護委員制度」の普及・啓発■ 

 子どもの権利侵害に対応するため、子どもが気軽に相談できるよう、「子どもの権利擁護委員制度」の

普及・啓発と充実を図ります。また、子どもの思いに応え、解決に向かえるよう、各関係機関との協力・

連携を強化します。 

 

■子ども条例の普及・啓発■ 

 「目黒区子ども条例」の普及啓発のため、小学生低学年・高学年向けのパンフレットなどを作成・配布

し、子どもたちの理解がより深まるような取組を行います。また、保護者や子どもに関わる周りの大人た

ちに対しても、子どもの権利の大切さについて理解を広めていくことにより、家庭や地域で子どもと誠実

に向き合い、区の未来を担う子どもたちが、生き生きと過ごせるまちの実現を目指します。 

 

■様々な活動への子どもの参加の推進■ 

 子どもに係る施策の推進や施設の整備において、子どもの視点を取り入れることができるよう、子ども

の参画の仕組みづくりを検討しその実現に取り組みます。参加の具体的方法を工夫し、より実効性のある

ものに改善を図りながら進め、様々な活動への子どもの参加や意見表明の機会を確保していきます。あわ

せて、子どもの参加や意見を聴くことについて、大人の理解を深める啓発等を家庭、学校、地域の中で実

施していきます。 
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【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

子どもの権利擁護委員制度の普

及・啓発 

「目黒区子ども条例」に基づ

き、子どもの権利擁護委員を設

置。子ども本人やその関係者から

相談を受け、救済の申立てや子ど

もの権利侵害について解決を図っ

ていくことを周知するため、普

及・啓発を行っていきます。 

（子育て支援課） 

・関係機関宛て啓発用チラ

シ・カード・ポスターの配布 

・区立小学校新２年生に啓発

用定規、区立中学校生徒に啓

発チラシを配布 

【令和４年度実績】 

・電話相談件数 159件 

・子どもの権利擁護委員との

面談件数 12件 

・申し立て件数 ３件 

・継続 ・継続 

継続 

子ども条例の普及・啓発 

子どもの人権施策を一層推進す

ることにより、区の未来を担う子

どもたちが、生き生きと元気に過

ごせるまちの実現を目指します。 

（子育て支援課） 

・子ども条例のパンフレット

を作成し、区内の小中学校、

高校、幼稚園、保育園へ配布 

・子ども条例啓発カレンダー

の作成 

・継続 ・継続 

継続 

子どもの意見表明の場の提供（キ

ッズリポーター） 

子どもの意見表明の一環とし

て、小学生が自ら関心があること

や、地域情報等について取材し、

区のポータルサイトに記事を掲載

します。 

（子育て支援課） 

・区内在住の小学校４～６年

生からキッズリポーターを公

募し、地域に取材し記事を作

成 

・継続 ・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、子育ての負担感や不安感、孤立感を覚える家庭

は少なくありません。地域で安心して出産、子育てを行うためには、妊娠期から家庭の状況を把握し、

出産、子育て期を通して必要な母子保健サービスと子育て支援サービスを分野横断的に組み合わせ、関

係機関と連携しながら切れ目なく支援していくことが必要です。 

・区では、このような子育て世代を包括的に支援する事業を進めており、子育てふれあいひろばの支援

や、子育て総合相談窓口、出張講座・出張相談などの事業により、子育て家庭に寄り添いながら育児に

関する不安や悩みに対応しています。子どもの養育や教育、経済面などで様々な課題を抱える家庭が増

えていることから、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子ど

もが穏やかに育つ環境の整備が求められています。 

施策２ 妊娠期から青年期までの包括的な子育て家庭への支援 
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・さらに、子どもの育ちを支える地域共生社会※の実現に向けて、地域の活動団体や民間機関と連携した

取組も必要となっています。 

・児童館は、18歳までの全ての子どもを対象とし、「子どもの権利」を守り、遊びや活動を通して、心身

ともに健やかに育成することを目的に様々な活動を行っています。子どもたちの生活に目を向け、保護

者・地域と連携しながら、発達に応じた切れ目のない子育て・子育ち支援を行うことが求められていま

す。 

 

主な取組 

■母子保健と子育て支援との一体的な支援体制の構築■ 

 保護者の育児に対する不安や負担感の強さ、地域や社会からの孤立を予防するために、母子保健サービ

スと子育て支援サービスを組み合わせ一体的に支援していきます。また、アウトリーチ※の推進や WEBに

よる相談の充実など、子育て家庭にとって安心して相談が出来るサポート体制を目指します。 

 

■公民連携による相談支援体制の充実■ 

 複雑化・複合化している子育て家庭が抱える課題の解決に向けて、子育て、保健、障害、福祉、教育な

どの各分野による包括的な相談支援体制の充実と、子どもを守る地域ネットワークである要保護児童対

策地域協議会※の連携強化を進め、子育て家庭を重層的に支援していきます。 

 加えて、児童館、保育所等の身近な相談機関、地域で活動する民生委員・児童委員※、主任児童委員、

子育てグループ、団体等との連携構築を進め、子どもを地域ぐるみで見守り、育てる意識の醸成を図って

いきます。 

 

■母子保健台帳の電子化■ 

 紙台帳による母子保健情報を電子化することにより、妊娠期から出産、子育て期の各ステージにおける

母子の実情や乳幼児の発育・発達に関する情報の一元管理が可能となります。支援に関わる各専門職が情

報を共有し、経過や実情を踏まえた適切な支援やサービスを迅速に提供します。また、将来的には子ども

家庭支援センター※との情報の共有化を図り、組織横断的に迅速な支援を推進します。 

 

■児童館による支援の充実■ 

 子育て家庭に対して、様々な活動を提供し、地域の中で楽しく子育てができるよう支援します。子育て

家庭が孤立しないように、親子関係、保護者同士の関係、家庭と地域との関係等に留意します。子育て交

流の場や相談事業の充実を図り、子どもの虐待やいじめ等の予防・早期発見・早期対応に努めていきま

す。また、家庭状況や保護者と子どもの関係において気になる状況が生じた場合には、子ども家庭支援セ

ンター等関係機関と連携して適切に対応します。 

 

■子育てふれあいひろばによる支援の充実■ 

 子育て相談や地域の活動団体等の支援をし、地域に根ざした質の高い子育てふれあいひろばとしてい

くため、事業運営や活動形態、周知方法を検討し、更なる利用者の拡大を図ります。また、乳幼児とその

保護者を対象に、子どもや親同士が知り合い、仲間作りをする場として事業を展開します。 

 

■出張相談・出張講座の活用■ 

 子育て家庭と直接出会える機会である出張相談・出張講座を活用し、育児に関する正しい知識と技術を
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伝えていくとともに、子育て家庭の現状を把握し必要な支援体制の構築につなげていきます。 

 

■ひとり親家庭の子どもへの支援■ 

 ひとり親家庭の子どもに対して、貧困により「教育の機会」が失われることのないよう、学習支援など

を行っていきます。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

新規 

・ 

重点 

こども家庭センターの設置 

児童福祉法の改正を踏まえ、子ども

家庭支援センターと子育て世代包括支

援センター※との連携を強化し、全て

の妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体

的に相談支援を行う機能を有する機関

としてこども家庭センターを設置しま

す。 

（子ども家庭支援拠点整備課、各課） 

・国による事業のガイ

ドラインに基づく、実

施体制等の検討 

・令和７年度開

設 

継続 

重点 

母子保健・子育て支援の両面からの

支援 

専門職が妊娠・出産、子育てに関す

る相談に応じるとともに、医療や福祉

などの関係機関が連携し、切れ目のな

い支援を行っていきます。また、妊娠

の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り

添い、身近で相談に応じ、必要な支援

につなぐ伴走型相談支援の充実を図っ

ていきます。 

（保健予防課、碑文谷保健センター、

子育て支援課） 

・ゆりかご・めぐろ

（妊婦面接） 

・伴走型相談支援 

・出産・子育て応援給

付金 

・子育て世代包括支援

センター関係機関連携

会議の開催 

・子ども家庭支援セン

ターとの連携強化 

・継続 

・こども家庭セ

ンターの設置に

向けた子ども家

庭支援センター

との連携強化 

・継続 

・関係機関

との更なる

連携強化 

継続 

利用者支援事業（基本型） 

区在住の、18歳未満の子どもとその

保護者等を対象に、子育て総合相談や

ほ・ねっとひろばの運営を行います。

児童館や学童保育クラブ等への出張相

談・講座といったアウトリーチ型の支

援にも取り組み、適宜、関係機関とも

連携しながら利用者への切れ目ない支

援を行います。 

（子育て支援課） 

・新型コロナウイルス

感染症の影響によりオ

ンラインで事業を実

施。中止していた、対

面での事業再開に向け

て、関係機関との検

討、調整を実施 

・対面での事業

の完全再開。 

・オンラインに

よる事業を継続 

・随時、事

業内容を見

直し利用者

の利便性を

向上させ、

相談しやす

い体制を構

築してい

く。 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

地域子育て支援拠点事業 

 親子の遊び場や育児相談の場である

子育てふれあいひろばの連携を進め、

その機能を充実させます。 

（子育て支援課） 

・子育てふれあいひろ

ばの支援・充実に向

け、検討・調整を行っ

ていく 

・子育てふれあいひろ

ば 14か所。連絡会を

年４回開催 

・地域の状況に

合わせて、子育

てふれあいひろ

ばの拡充を検討 

・地域の状

況に合わせ

て、子育て

ふれあいひ

ろばの拡充

を検討 

継続 

産前・産後の家事・育児支援 

出産予定日の１か月前から産後の一

定期間、支援ヘルパーを派遣し、育

児・家事のサービスを提供します。 

（子ども家庭支援センター） 

・家事育児支援ヘルパ

ー派遣 

・継続 ・継続 

継続 

児童館事業 

18歳までの全ての子どもを対象と

し、「子どもの権利」を守り、遊びや

活動を通して、心身ともに健やかな育

成を図ります。 

（子育て支援課） 

・運営：18か所 ・運営：18か所 ・運営：18

か所 

継続 

ひとり親家庭の学習支援事業 

 児童扶養手当受給世帯又は所得がこ

れに相当するひとり親世帯の子どもを

対象に、学習支援や、子どもの心に寄

り添った生活支援を行います。 

（子ども家庭支援センター） 

２形態で実施 

・塾型（小学４年生～

高校３年生） 

・派遣型（小学４年生

～中学３年生） 

・継続 ・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・児童虐待通告の件数は平成２年度以降、全国的に増加しています。平成 30年３月には、区内在住の５

歳児が保護者の虐待により亡くなるという痛ましい事件が発生しました。翌年の平成 31年４月に東京

都子供への虐待の防止等に関する条例が施行され、令和元年６月には児童虐待防止法及び児童福祉法

が改正されました。いずれも保護者から子どもへの体罰の禁止が規定されています。 

・児童虐待の原因の一つとして、保護者の育児に対する不安や負担感、地域や社会からの孤立感が指摘さ

れています。母子保健と子育て支援との一体的な支援及び児童相談所との連携強化により、虐待を未然

に防ぐ迅速かつ効果的な支援を行うことが必要です。子どもを守る地域ネットワークのすそ野を広げ、

見守りと気づきの連携によって子どもと家庭を地域で支えることのできる仕組みづくりが求められて

います。 

施策３ 子どもの虐待を防止するための体制整備 
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主な取組 

■要保護児童対策地域協議会※を中心とした関係機関及び地域との連携強化■ 

 母子保健と子育て支援との一体的な支援体制を構築し、子育て家庭の孤立防止に向けた適切な支援に

つなげます。また、要保護児童対策地域協議会や地域で活動している団体等との連携を強化し、子どもを

守る地域のネットワークの拡充を図ります。さらに、児童相談所設置に向けて、児童相談所サテライトオ

フィスを誘致し、東京都との連携強化を進めていきます。 

 

■児童虐待防止に関わる職員の対応力強化■ 

児童相談所への定期的な職員派遣や児童相談所勤務経験者の採用により人材を確保し、児童虐待への

対応力を強化します。また、関係機関職員向け研修の実施等により、児童虐待の未然防止、早期発見、早

期対応のためのスキルの向上を図っていきます。 

 

■特に配慮が必要な家庭への支援の拡充■ 

特に支援が必要な家庭に対し、その家庭が抱える困りごとに寄り沿い、関係機関との連携を図りながら

支援に係るサービスを拡充し、虐待の未然防止に取り組みます。また、子どもや保護者への心理的ケアや

親子関係改善プログラムの実施など、心理職による支援体制を充実します。 

 

■社会的養育の推進、里親・養子縁組家庭への支援■ 

将来の社会的養育の担い手を増やすため、養育家庭体験発表会に加え、年間を通じた社会的養育の啓発

を行います。また、児童相談所と連携し、里親・養子縁組家庭への支援を強化していきます。 

 

■児童虐待防止の普及啓発■ 

保護者による子どもへの体罰等が禁止されていることや、子どもの目の前での夫婦げんかが虐待に当

たることを啓発するとともに、子ども条例の周知などにより子どもが自身の権利に気付き、ＳＯＳを発信

しやすい環境を整備します。区民向け虐待防止講演会等の充実による普及啓発や、関係機関との連携強化

により、地域で取り組む児童虐待防止や早期発見について理解を深め、区全体で子どもを守る意識の醸成

を図ります。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

重点 

児童虐待防止対策の推進・連携強化 

こども家庭センターを設置し、虐待

の未然防止の強化を図るとともに、都

児童相談所サテライトオフィスの誘致

により、児童虐待への迅速性、機動性

を持った対応を進めていきます。 

（子ども家庭支援センター、各課） 

・相談、虐待通報

受付 

・関係機関との連

携・協力 

・こども家庭セン

ター開設（令和７

年度） 

・児童相談所サテ

ライトオフィス誘

致（令和７年度） 

・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

職員の対応力強化 

複雑化、複合化する虐待案件への職

員の対応力を強化するために、研修等

を行います。 

（子ども家庭支援センター） 

・児童相談所設置に向

けた勉強会の開催 

・継続 ・継続 

継続 

社会的養育の推進に係る関係機関と

の連携 

児童相談所等関係機関と連携し、社

会的養育の啓発を行っていきます。 

（子ども家庭支援センター） 

・里親制度相談会の児

童相談所フォスタリン

グ※機関との共催 

・養育家庭体験発表会

の実施 

・継続 ・継続 

継続 

児童虐待防止の普及啓発 

児童虐待の未然防止と早期発見につ

いての普及啓発を行っていきます。 

（子ども家庭支援センター） 

・児童虐待防止講演会 

・パネル展 

・ＳＮＳを活用した相

談等も記載した啓発グ

ッズの配布 

・継続 

 

・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・父母ともに就労している家庭は子育て世代の半数を超え、家庭の環境も多様化しています。 

・このような状況の中、子育てと仕事の両立を支援するとともに、保育園や幼稚園、こども園など、子ど

もを預ける施設を保護者の考えや希望で、自由に選択できる環境を整えることが必要です。 

・区は令和２年４月に保育園の入園待機児童ゼロを達成しました。以降、待機児童ゼロの維持とともに、

質の高い保育の提供に取り組んでいます。 

・次元の異なる少子化対策の実現に向けて、国は、取り組むべき政策強化の基本的方向性を示しました。

これを踏まえ、区として、時代に即した幼児教育・保育施設の在り方を検討する必要があります。 

・充実した就学前教育を望む保護者のニーズを受けて、幼児教育の質の向上と振興が求められています。 

 

主な取組 

■一時保育事業の実施■ 

 休養や通院・用事などの理由で、一時的に保育が必要な場合に保育施設で一時保育を、また保護者の病

気や出産、家族の入院・看護などで保育が必要な際、保育施設で期間限定の緊急一時保育を行い保護者の

育児の負担を軽減し、子育てが無理なくできるよう支援します。 

 

■病児・病後児保育事業の実施■ 

 保育園等に通っている保育の必要な乳幼児が「病気の回復期」にあって、集団保育が困難な時期に、専

施策４ 多様な保育・教育の充実 
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用施設で一時的に保育を行います。また、自宅でベビーシッターを利用した際の訪問型病児・病後児保育

の費用の一部を助成し、病児・病後児保育事業サービスを整備・普及していきます。 

 

■子育て支援、子育てひろばの拡充■ 

 待機児童解消に伴い、今後は地域の子育て家庭を中心に遊び場の提供や子育て相談、子育て情報等の提

供を積極的に行い、支援していきます。 

 

■保育園の入園待機児童ゼロの維持■ 

 年々増加する保育ニーズに対応するため、私立認可保育園等の整備を加速した結果、令和２年４月に待

機児童ゼロを達成しました。今後も、計画的な定員管理と保育施設の安定した運営の両立を図りながら、

待機児童ゼロを維持していきます。 

 

■区立保育園の民営化及び老朽化対応■ 

 今後も、多様な保育ニーズへの対応など課題解決の方策の一つとして、区立保育園の民営化を進めま

す。区立保育園として存続する園については、区全体の保育を向上させる中心として、更に質の高い子育

て支援拠点としていくとともに、老朽化への対応を進めます。 

 

■幼児教育の充実■ 

 就学前施設において、「生きる力」の基礎を育む教育内容を充実させるとともに、小学校教育との円滑

な接続を図ります。 

 

■私立幼稚園への情報提供や相談対応の充実■ 

幼児教育の充実と振興及び質の向上を図るため、情報提供を行うとともに私立幼稚園が区に相談でき

る体制を確保します。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

地域子育て支援拠点事業（再掲） 

親子の遊び場や育児相談の場である

子育てふれあいひろばの連携を進め、

その機能を充実させます。 

（子育て支援課） 

・子育てふれあいひろ

ばの支援・充実に向

け、検討・調整を行う 

・子育てふれあいひろ

ば 14か所 

・連絡会を年４回開催 

・地域の状況

に合わせて、

子育てふれあ

いひろばの拡

充を検討 

・地域の状況

に合わせて、

子育てふれあ

いひろばの拡

充を検討 

継続 

保育園の入園待機児童ゼロの維持 

保育園の待機児童が解消した後も、

計画的な定員管理と保育施設の安定し

た運営の両立を図りながら、待機児童

ゼロの維持を図ります。 

（保育計画課） 

・ＥＢＰＭ※（合理的

根拠に基づく政策立

案）を活用した保育需

要予測モデルの構築 

・保育需要予

測に基づく保

育施設の定員

管理、定員の

空き活用等の

検討・実施 

・保育需要予

測に基づく保

育施設の定員

管理、定員の

空き活用等の

検討・実施 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

新規 

・ 

重点 

指導検査体制の充実・強化 

区内保育所の保育サービスの質の

向上と適正な運営を確保していくた

め、職員体制の充実、指導検査と巡

回指導との適切な役割分担及び情報

共有体制の確立、外部有識者の活用

などにより、指導検査体制の充実・

強化を図ります。 

（保育計画課） 

・区内私立認可保育所及び

地域型保育施設を対象に指

導検査（運営状況確認指

導、集団指導、実地指導）

を実施 

・公認会計士による指導検

査（会計部門）への支援及

び社会保険労務士による労

働環境モニタリングを実施 

・より効果

的・効率的な

指導検査の検

討・実施 

・より効果

的・効率的

な指導検査

の検討・実

施 

継続 

「ヒーローバス」運行事業 

幼児専用車「ヒーローバス」を使っ

て、保育園の子どもたちと保育士を

近くの敷地の広い公園等へ送迎しま

す。 

（保育計画課） 

・令和２年度からは３台で

運行（令和５年度は夏季期

間のみ１台増車） 

・区立園プールへの送迎事

業を全区立園で実施 

・雨天等による当日中止に

伴う乗車機会等の確保 

・予約方法の

見直し、バス

可動率の向上

などによる園

外活動の充実 

・「ヒーロー

バス」の更

なる活用方

法について

検討 

継続 

区立保育園の民営化 

区立保育園の老朽化等の課題に対

応するとともに、待機児童ゼロを維

持し、保育の質の向上と多様な保育

サービスの充実を図るため、区立保

育園の民設民営化を進めます。 

（保育計画課） 

・令和４年３月に策定した

「区立保育園の民営化に関

する計画」に基づき、区立

保育園の民設民営化を進め

る 

・令和７年

度：１か所 

・令和 10年

度：２か所 

・時期未

定：１か所 

継続 

一時保育（緊急一時保育・一時保

育） 

保護者の疾病やけが等により短期

的に保育が必要な児童を保育園で保

育します。また、家庭で育児に当た

る保護者の負担を軽減するため、休

養、通院等のために、保育園で日、

時間単位で児童を預かります。 

（保育課、保育計画課） 

・緊急一時保育:区立保育

園 16園 

・一時保育：認可保育所 13

園（一般型）、小規模保育

所７園（余裕活用型） 

・緊急一時保

育:継続（区

立園の減少等

あり） 

・一時保育：

認可保育所２

園拡大、小規

模保育所１園

拡大 

・緊急一時

保育:継続

（区立園の

減少等あ

り） 

・一時保

育：継続 

新規 

ベビーシッター利用支援事業（一

時預かり利用支援） 

日常生活上の突発的な事情やリフ

レッシュ等のために、一時的な保育

や共同保育を必要とする保護者が、

助成要件を満たしたベビーシッター

を利用する際の料金の一部を助成し

ます。 

（保育課、放課後子ども対策課） 

・10月１日から対象児童の

拡大を実施（０歳～満６歳

になる年度の末日までの未

就学児童→０歳～満９歳に

なる年度の末日までの児

童） 

・東京都にお

ける取り扱い

や一時保育等

の実施状況を

考慮し、継続

を検討 

・東京都に

おける取り

扱いや一時

保育等の実

施状況を考

慮し、継続

を検討 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

指導・保育内容等の引継ぎ 

小学校への円滑な接続を図るため、指

導要録や保育要録を通して幼児期の子ど

もの一人ひとりの育ちや指導上参考とな

る事柄を小学校へ引継ぎます。 

（子育て支援課、保育課、学校運営課、

教育指導課） 

・指導要録や保育要録

を通した小学校へ引継

ぎ 

・継続 ・継続 

継続 

小学校就学前教育研修 

「生きる力」の基礎を育む幼児期の教

育を充実させるため、就学前施設や区立

小学校の保育士・教諭等を対象に、専門

家を講師とした小学校就学前教育研修を

実施し、幼児教育と小学校教育との円滑

な接続を推進します。 

（教育指導課） 

・区立幼稚園・こども

園・保育園、私立幼稚

園・保育園、区立小学

校の保育士・教諭等を

対象として実施 

・継続 ・継続 

継続 

私立幼稚園への特別支援事業助成 

支援が必要な幼児が私立幼稚園に安心

して通えるよう私立幼稚園での職員配

置、教員研究、設備関係にかかる費用を

助成します。 

（子育て支援課） 

・心身障害児等が就園

している私立幼稚園に

対して、経費を補助 

52名分（令和４年度） 

・継続 ・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・目黒区子ども条例では、大人は、子どもの身近な場所に、安全に安心して過ごすことができ、楽しく遊

んだりできる「居場所」を確保し、子どもの主体性や社会性を育むとしています。 

・区では放課後子ども総合プランを推進しており、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な

体験・活動を行うことができる居場所を提供するため、学童保育クラブ及びランランひろば※等を同一

小学校内で実施する一体型を中心とした整備を進めています。 

・全ての子どもが多様な居場所を選択できるようにするためには、地域の人々や団体等と情報共有や意

見交換を行いながら、関係者間で連携を深め、事業を充実させていくことが必要です。 

・さらに、地域社会全体で子どもを見守り育むことで地域の活性化を図り、地域の子育て力の向上を目指

す必要があります。 

・地域の子育て環境が複雑で多様化する中、子どもの居場所の確保と利用環境の充実が望まれており、保

育の必要性の有無に関わらず、子どもの安全・安心な居場所づくりを促進していく必要があります。 

施策５ 子どもの安全な遊び場・放課後の居場所づくりの推進 
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主な取組 

■放課後子ども総合プランの推進■ 

全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な経験・活動を行うことができる居場所を提供す

るため、学童保育クラブ及びランランひろばを同一小学校内で実施する一体型を中心とした整備を進め

ます。 

 

■児童館の機能・役割の検討■ 

全ての子どもが多様な居場所を選択できるよう、今後の児童館の機能・役割について検討を進めま

す。また、地域子育て支援拠点として、子育ちに関する組織や人、地域とのつながりを強化し、子育

て・子どもに関する相談支援などの充実を図ります。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

重点 

放課後子ども総合プランの推進 

小学校の校庭や体育館、特別教室等を活用

し、子どもが放課後等に運営職員の見守りの

中で、自主遊びや自主活動を行うことのでき

る居場所を提供します。 

（放課後子ども対策課） 

整備：６か所 

運営：15か所 

整備：１か所 

運営：21か所 

運営：22か所 

継続 

児童館事業（再掲） 

18歳までの全ての子どもを対象とし、「子

どもの権利」を守り、遊びや活動を通して、

心身ともに健やかな育成を図ります。 

（子育て支援課） 

運営：18か所 運営：18か所 運営：18か所 

継続 

学童保育クラブ事業 

区内在住又は在学の小学１年生から６年生

までを対象とし、保護者の疾病又は就労等に

より、昼間家庭での保護・育成ができない家

庭に、子どもの安全・安心な生活の場を確保

し、子どもの生活と遊びを支援します。 

（子育て支援課） 

整備：１か所 

運営：46か所 

整備：１か所 

運営：47か所 

運営：48か所 
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令和６年４月から始まる「健康日本２１（第三次）」では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる

持続可能な社会の実現」を基本ビジョンに掲げ、「誰一人取り残さない健康づくり」を展開していくとし

ています。 

この方針に沿い、健康めぐろ２１の基本理念である「健康寿命※の延伸」と健康格差の縮小に向け、よ

り実効性を持つ取組を推進していきます。 

また、生活の拠点となる住宅や日常生活に欠かせない医療機関、営業施設などの衛生環境を保ちつつ、

感染症を含めた健康危機管理体制や相談支援体制を強化します。多分野の関係団体と十分な情報共有と

連携を図り、健康への不安を抱えることなく安心して暮らせる地域の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・健康危機とは、「医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らかの原因により生じる国民の生命、健

康の安全を脅かす事態」であり、自然災害やテロに起因するものも含まれます。 

・令和元年 12月に報告された新型コロナウイルス感染症は世界中に感染が拡大し、国民生活や経済活動

など社会に重大な影響を及ぼしました。今般の新型コロナウイルス感染症の流行を経験する中で、新興

感染症を含めた健康危機管理体制の強化が求められています。 

・これまで保健所が行ってきたコロナ対応を踏まえ、区民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

がある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症対策の一層の充実を図っています。 

・食品については、平成 30年６月に大幅な改正が行われた食品衛生法が令和３年６月１日に完全施行と

なりました。食をとりまく環境変化や国際化等に対応しつつ、食品の安全を確保するため、国や自治体

間の連携協力や営業者による衛生管理の向上を図るとともに、実態に即した許可・届出制度や食品リコ

ール情報の取組を進めています。 

・また、近年の大地震や局所的な豪雨などの災害の増加により、災害時の医療救護体制の確保等も喫緊の

課題となっています。災害発生時において、適切な医療を迅速に提供できるよう、平常時から各種マニ

ュアルの整備や健康危機発生時を想定した組織体制の構築、関係機関と連携した訓練等による資質の

向上などを推進しています。 

・保健所は、地域における健康危機管理の拠点として、監視業務の強化や感染症等に関する正しい知識の

普及啓発により健康危機を未然に防ぎ、区民の命と健康を守り、安心して社会生活が維持できるよう対

策を進めることが一層求められています。 

基 本 

目 標 ７ 健康で安心して暮らせる社会の推進 

施
策
一
覧 

施策１ 健康危機管理対策の充実 

施策２ 健康づくりの推進 

施策３ 地域保健医療体制の充実 

施策４ 安全で快適な生活環境の確保 

施策１ 健康危機管理対策の充実 
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主な取組 

■感染症への対応■ 

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、新型インフルエンザ等の新興感染症の発生や流行拡大

に迅速かつ適切に対処するため、区内医療機関等との一層の連携強化や、計画的な防疫活動、備蓄品の拡

充など、感染症への備えを進めていきます。さらに、感染症の発生予防に向けた知識の普及啓発を行いま

す。 

 また、近年梅毒患者が増加傾向にある現状を踏まえて、早期発見・早期治療に結びつくよう、性感染症

を含む検査・相談を推進していきます。 

 令和４年の結核罹患率（人口 10万対）は 8.2であり、前年より 1.0減少しており、日本は結核低まん

延国の水準を継続しています。しかし、患者の大半を占める高齢者は、典型的な症状が乏しく、発見が遅

れやすいことから、周囲に感染を拡げる恐れや重症化が懸念されます。また、外国出身の患者の割合も増

加しています。内服治療に向けた支援や、患者本人のプライバシーに配慮した接触者健診の推進など、患

者に寄り添った支援を行います。 

 

■食品の安全・安心の確保■ 

 食中毒をはじめ、飲食に起因する健康危機の発生を平常時から想定し、常に危機管理の意識を持って計

画的に監視指導を実施し、食品の安全を確保します。 

 ＨＡＣＣＰ（ハサップ）※に沿った衛生管理の導入・定着を進めるために、食品等事業者の自主的衛生

管理を支援する講習会等の衛生教育を行い、総合的な衛生管理の充実を図ります。 

 食品が多様化し、流通がますます複雑化していることから、区民に食品の安全に関する最新情報を正確

に分かりやすく発信します。 

 

■災害等への対応■ 

 震災や豪雨などの自然災害のほか、犯罪、放射線事故、テロ事件などが発生し、多数の住民に健康被害

が発生又は拡大する可能性がある場合に、迅速かつ的確に対応し、健康被害の拡大防止を行うことができ

るよう、平常時から関係機関との情報共有・連携確保を図ります。また、近年の大規模災害に伴う健康被

害等を踏まえて、災害発生時の医療救護活動に係る体制整備や継続的な訓練を行います。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

重点 

感染症予防計画等に基づく感染症の

発生予防及び感染拡大防止 

令和５年度に策定する予防計画等に

基づき、総合的な予防対策・健康危機

管理体制の確立に取り組みます。 

（感染症対策課） 

・医療機関等との連携 

・集団発生時における

感染拡大防止対策の推

進 

・継続 

・医療従事者

等との研修・

訓練の実施 

・感染症に関

する正しい知

識の普及・啓

発の実施 

・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

エイズ・性感染症検査・相談 

早期発見・早期治療に結びつくようＨ

ＩＶ・梅毒等の検査・相談を実施しま

す。 

（感染症対策課） 

・毎月 1回の通常検査 

・年２回の臨時検査 

・区民・学校等に対す

る普及・啓発の実施 

・継続 ・継続 

継続 

結核予防対策の推進 

結核の発生予防、患者の早期発見、ま

ん延防止のための対策を推進します。接

触者健診、結核患者の確実な内服治療に

よる結核の治癒と服薬確認（ＤＯＴＳ）、

療養相談、再発の早期発見のため管理検

診等を実施し、結核罹患率の低下を目指

します。 

（感染症対策課） 

・国の結核に関する特

定感染症予防指針に基

づき、普及啓発 

・患者管理 

・接触者健診 

・定期健診の受診勧奨

及び実施状況の把握 

・予防接種（ＢＣＧ）

等の実施 

・継続 ・継続 

継続 

高齢者の定期予防接種 

 毎年、接種対象者に予診票等を送付

し、ホームページへの掲載、区内医療機

関でのポスター掲示等により、適切な周

知を図り、接種率向上に努めます。 

（保健予防課） 

・高齢者インフルエン

ザ予防接種 

【対象者】65歳以上の

区内在住者 

・高齢者用肺炎球菌予

防接種 

【対象者】65歳以上で

５歳刻みの年齢となる

区内在住者 

（令和５年度まで） 

【令和４年度実績】 

〈接種率〉 

・高齢者インフルエン

ザ 58.2％ 

・高齢者用肺炎球菌 

41.0％ 

・各接種率の

向上 

・高齢者肺炎

球菌予防接種

は、 

令和６年度以

降 65歳の区

内在住者とな

る予定 

・各接種率

の向上 

重点 

食品監視指導の充実 

 食品関係施設の監視指導を計画的に実

施し、食品等による衛生上の危害発生を

防止します。あわせて、ＨＡＣＣＰに沿

った衛生管理の導入・定着化を進めるた

め、技術的支援等を行います。 

また、食中毒や違反食品発生時には、

関係機関と連携して、原因究明、再発防

止、違反食品排除等を速やかに実施しま

す。 

（生活衛生課） 

・食中毒発生リスクの

高い施設等への重点的

監視指導の実施 

・食品表示（衛生・保

健事項）の監視指導の

実施 

・結果の公表 

・ＨＡＣＣＰの具体的

な導入手法を支援 

・食品衛生実務講習会

の開催等 

・継続 ・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

食に関する普及・啓発 

 区民に対し、正確な食品衛生知識の普

及を図るため、食品の安全に関する最新

情報を収集・提供します。また、シンポ

ジウム・食品保健講座等を開催するなど

リスクコミュニケーションに努めます。 

（生活衛生課） 

・シンポジウムと講演

会の開催 

・講師派遣 

・食品衛生月間事業 

・区報・区公式ウェブ

サイト等での発信、リ

ーフレット等作成配布 

・継続 ・継続 

継続 

関係機関との連携・災害時医療体制の

整備 

 健康危機発生時に混乱なく的確な対応

を行えるよう、平常時から警察、消防、

医療機関及び関係団体による連携協力の

強化及び情報交換を行います。 

併せて、災害発生時には負傷者への応

急処置を行うとともに病院機能を維持す

るため、関係機関との情報共有や、緊急

医療救護所の資器材整備、訓練の実施、

マニュアルの見直し等、災害発生時の医

療救護活動に係る体制整備を行います。 

（健康推進課） 

・緊急医療救護所の設

置等に係る協定締結 

・関係機関との連携 

（健康危機管理連絡

会、災害医療担当者連

絡会） 

・緊急医療救護所に必

要な物品の維持管理 

・関係機関との訓練実

施 

・災害対策マニュアル

の整備 

・継続 ・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・健康づくりの考え方は時代によって内容が変遷してきましたが、現在、区では、「健康めぐろ２１」に

おいて、健康寿命※の延伸を基本理念とし、生活習慣病※の発症予防と重症化予防の推進、生活習慣の

改善、こころの健康、健康を支える環境整備、食育の推進などに取り組んでいます。 

・今後、少子高齢化の進展や疾病構造の変化に対応して個人の健康づくりを推進していくためには、行政

と関係機関等が連携し、健康づくり施策を総合的に進めていくことが重要です。 

・また、母子保健においては、妊娠期から出産、子育てまで身近な地域で相談に応じ、必要な支援につな

ぐ「伴走型相談支援」を充実し、「経済的支援」を一体的に実施する出産・子育て応援交付金事業が創

設され、妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援事業の拡大・充実が進められています。 

・区では、ゆりかご・めぐろ事業（妊婦面接）や産後ケア事業などに取り組むほか、保健、医療、福祉、

教育等の地域の関係者等と連絡調整を行う関係機関連携会議を設置するなど、妊娠期から子育て期に

わたる切れ目のない支援に取り組んでいます。今後、区として、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの

包括的な相談支援を一体的に行う「こども家庭センター」の設置に取り組み、母子保健と児童福祉の連

施策２ 健康づくりの推進 
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携を強化することが求められています。 

・本区は、区民の平均寿命や健康寿命が 23区の中でも上位の水準にありますが、区民が生涯にわたり健

康で活力あふれる生活が送れるよう、子どもから高齢者まで、ライフステージ※に応じた各種の健康施

策を積極的に推進していくことが重要です。 

 

主な取組 

■生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進■ 

 区民の死因別割合を見ると、がん、心疾患、脳血管疾患の三大生活習慣病による死亡が全体の約半数を

占めており、高齢化の進展に伴い、生活習慣病等の有病者の増加が見込まれています。 

 特に高齢者は複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的な繋がりが低下するとフレイル※状態になりや

すいなど、疾病予防と生活機能維持の両面のニーズを有しています。これまで医療保険分野と介護保険分

野に分かれて実施してきた、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等の保健事業と介護予防事業の連携を

図り、医療・介護双方のデータを活用して区の健康課題を抽出した上で、一体的に高齢者を支援していき

ます。また、特定健康診査の対象でない若年層も、生活習慣病を中心とした疾病の早期発見・予防に繋げ

ていく必要があります。 

 

■食生活などの生活習慣の改善■ 

 健康寿命を延伸し、人生 100年時代に向けて健康で自立した生活を送るためには、食生活などの生活習

慣の改善が重要です。健康的な食生活、適切な体重の維持管理などの望ましい栄養・食生活の実践や、日

常的に取り組む身体活動量の増加について知識の普及・啓発を図るとともに、「生涯、自分の歯で食べる

楽しみを味わえる」ことを目標として、子どものむし歯予防や成人歯科健診などにより歯と口腔の健康づ

くりを推進していきます。 

 

■親子の健康づくりの推進■ 

 「子育て世代包括支援センター」では、ゆりかご・めぐろ事業（妊婦面接）や産後ケア事業のほか、身

近な地域で一貫して相談支援を行う「伴走型相談支援」と出産育児用品等の購入費の一部を支援する「経

済的支援」を一体的に実施します。 

 乳幼児健診では、引き続き、障害や疾病の有無や栄養状態の確認、口腔内の機能の発達や衛生に関する

普及啓発を行うほか、児童虐待の兆候などの早期発見・早期対応に努めます。子ども家庭支援センター※

との連携強化を図り、児童福祉と母子保健の一体的支援体制の整備を進めるなど、子育て世帯に対する包

括的な支援のための体制強化及び事業の拡充に取り組んでいきます。 

 

■こころの健康■ 

 現代は誰もがこころの不調を経験する時代と言われています。こころの不調で悩みや不安を抱えてい

る人に対しては、早期に相談につながるよう、相談機会の充実を図り、適切な受診勧奨や治療継続の支援

を行うことが必要です。 

 メンタルヘルスに関する支援が必要な人に対しては、精神疾患の正しい知識と理解に向けた普及啓発

を行い、早期治療による重症化を予防し、地域での支援体制を充実させます。また、令和２年度から実施

している「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム※」の構築に向け、保健・医療・福祉の連携によ

り、安心して自分らしい生活ができるよう、切れ目ない支援に向けて取り組みます。 
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【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

〇生活習慣病の予防、生活習慣の改善 

継続 

目黒区特定健康診査の実施 

 健康管理や生活習慣の改善に関する正し

い知識の普及を図るとともに、メタボリッ

クシンドローム・生活習慣病等の予防や疾

病の早期発見・早期治療に繋げるため、目

黒区特定健康診査を実施します。 

（健康推進課、国保年金課、生活福祉課） 

 また、国民健康保険加入者及び生活保護

受給者については、生活習慣病重症化予防

のための保健指導を行います。 

（国保年金課、生活福祉課） 

＜対象者＞40歳以上の

国民健康保険加入者、

後期高齢者医療制度加

入者、生活保護受給者 

【令和４年度実績】 

・目黒区特定健康診査

受診率 44.9％ 

・現況より

上げる 

・現況より

上げる 

継続 

生活習慣病重症化予防事業 

生活習慣病の早期治療につなげるため、

特定健康診査の結果から生活習慣の改善が

必要な場合に、受診勧奨や保健指導を実施

していきます。  

（国保年金課、生活福祉課） 

・データヘルス計画に

沿って実施（国民健康

保険加入者） 

・事業方針に沿って実

施（生活保護受給者） 

・継続 ・継続 

継続 

がん検診 

がん対策として、がん予防に関する知識

の普及啓発を行うとともに、胃がん、肺が

ん、大腸がん、子宮がん、乳がんについて

科学的根拠に基づくがん検診を実施しま

す。 

（健康推進課） 

【令和４年度実績】 

＜受診率＞ 

・胃がん検診 10.0％ 

・肺がん検診 17.0％ 

・大腸がん検診 35.4％ 

・子宮がん検診 28.8％ 

・乳がん検診 34.8％ 

・現況より

上げる 

・現況より

上げる 

新規 

骨粗しょう症検診 

早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょう

症を予防します。 

（健康推進課） 

＜対象者＞40・45・

50・55・60・65・70歳

の区民（女性） 

・継続 ・継続 

新規 

高齢者の保健事業と介護予防との一体的

実施事業 

健康診査・医療・介護サービスを利用し

ていない、健康状態が不明である高齢者の

健康状態を把握し、必要なサービスへつな

げていきます。また、通いの場等において

健康教育・健康相談を実施します。 

（国保年金課） 

・ハイリスクアプロー

チ 

 健康状態不明者の状

態把握等 

・ポピュレーションア

プローチ 

通いの場等における

健康教育等 

・ハイリス

クアプロー

チ：継続 

・ポピュレ

ーションア

プローチ：

健康教育・

健康相談数

を増やす 

・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

成人歯科健診 

歯周疾患の早期発見と予防のため成人

歯科健診を実施し、歯と口腔の健康づく

りを支援していきます。 

（健康推進課） 

<対象者> 

35・40・42・45・47・

50・55・60・65・70・

76歳の区民 

・継続 ・継続 

継続 

受動喫煙対策 

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条

例に基づき、受動喫煙対策を推進しま

す。 

（健康推進課） 

・飲食店等への受動喫

煙対策の周知啓発 

・禁煙外来治療費助成

金交付事業 

・リーフレットの配布

等による情報の発信 

・継続 ・継続 

〇親子の健康づくり 

重点 

母子保健・子育て支援の両面からの支

援（再掲） 

専門職が妊娠・出産、子育てに関する

相談に応じるとともに、医療や福祉など

の関係機関が連携し、切れ目のない支援

を行っていきます。また、妊娠の届出時

から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近

で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走

型相談支援の充実を図っていきます。 

（保健予防課、碑文谷保健センター、子

育て支援課） 

・ゆりかご・めぐろ

（妊婦面接） 

・伴走型相談支援 

・出産・子育て応援給

付金 

・子育て世代包括支援

センター関係機関連携

会議の開催 

・子ども家庭支援セン

ターとの連携強化 

・継続 

・こども家庭

センターの設

置に向けた子

ども家庭支援

センターとの

連携強化 

・継続 

・関係機関

との更なる

連携強化 

重点 

産後ケア事業 

育児不安や心身の不調があるなど、支

援を必要とする産婦を対象に産後ケア事

業を実施します。今後は、支援を必要と

する全ての産婦が利用できるよう産後ケ

ア事業の拡充など支援体制を強化しま

す。 

（保健予防課、碑文谷保健センター） 

・産後ケア事業（訪問

型・宿泊型・通所「集

団」型）の実施 

・産後ケア事業（通所

「個別」型）の検討 

・継続 

・宿泊型施設

の拡充及び通

所「個別」型

の実施 

・継続 

・各産後ケ

ア事業の実

施 

継続 

普及・啓発事業 

母子保健・歯科・栄養事業により知識

の普及・啓発を行い、保護者同士の情報

交換や交流を図り、健やかな子育てを支

援します。 

（保健予防課、碑文谷保健センター） 

・交流会、懇談会、講

座等の開催（妊娠期・

乳幼児期） 

・はじめての子育ての

集い 

・はじめての歯みがき

練習 

・離乳食講座 

・継続 ・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

乳幼児健康診査・歯科健診・栄養相談 

乳幼児健康診査時に、発育・発達状況

及び疾病等の有無や食生活、養育状況を

確認し、保健指導や正しい知識の普及啓

発を図ります。 

（保健予防課、碑文谷保健センター） 

・乳幼児の月齢、年齢

に応じた健康診査や育

児相談を実施 

・歯科健診、歯科予防

処置の実施 

・栄養個別相談の実施 

・継続 ・継続 

継続 

定期予防接種 

接種対象者に予診票等を送付するとと

もに、制度について正しい情報を提供

し、接種率の向上に努めます。 

（保健予防課） 

・子どもの月齢に応じ

て予診票等を個別発送 

・予防接種に関する相

談等 

・制度についての普

及・啓発、情報提供 

・継続 ・継続 

継続 

教育相談 

区立小・中学校、幼稚園・こども園に

在籍する幼児・児童・生徒及びその保護

者を対象に学校生活上の課題解消のため

の心理的支援についてはスクールカウン

セラーを、福祉的支援についてはスクー

ルソーシャルワーカーを派遣して相談・

支援事業を実施します。また、めぐろ学

校サポートセンターにおいて区内在住・

在学・園の幼児・児童・生徒及び 18歳ま

でのお子さん及びその保護者を対象に教

育相談を実施します。 

（教育支援課） 

・スクールカウンセラ

ーを区立小・中学校、

幼稚園・こども園に派

遣 

・教育相談の実施 

・スクールソーシャル

ワーカーを区立小・中

学校、幼稚園・こども

園に派遣 

・継続 ・継続 

〇こころの健康 

重点 

精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築（再掲） 

精神障害のある人が安心して暮らすこ

とができる地域づくりを目指し、保健・

医療・福祉関係者による協議の場を軸

に、システムの構築を推進する各事業に

取り組みます。 

（保健予防課、碑文谷保健センター、障

害者支援課） 

・地域移行・地域定着

に向けた支援の推進 

・目黒区精神保健医療

福祉推進協議会の開催 

・アウトリーチ※支援事

業の充実 

・措置入院者退院後支

援事業の推進 

・普及啓発（精神保健

講演会、ピアサポート※

検討会等の実施） 

・継続 

・アウトリ

ーチ支援事

業体制の見

直し 

・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

精神保健相談 

 誰もがこころの不調を訴える時代に、メン

タルヘルスの相談に広く対応し、精神疾患の

予防、早期発見治療及び再発の予防のために

専門医・保健師、精神保健福祉士による相談

を実施し、支援していきます。 

（保健予防課、碑文谷保健センター） 

・専門医による相談

の実施 

・保健師、精神保健

福祉士による相談の

実施 

・継続 ・継続 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・二次救急も含めた休日・夜間の診療体制の整備、在宅療養者への対応や、15 歳未満の小児を対象とし

た夜間の初期救急等、子どもから高齢者まで誰もが地域で安心して医療を受けられる環境整備に取り

組んでいます。 

・少子高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、年々増加する救急医療の需要に対応するとともに、か

かりつけ医・かかりつけ薬局・かかりつけ歯科医の推進など、医師会・薬剤師会・歯科医師会・区内の

医療機関や東京都と連携を図りながら、身近な地域で誰でも利用しやすい医療体制を整備していく必

要があります。さらに、東京都保健医療計画で定める二次保健医療圏（区は、渋谷区・世田谷区ととも

に区西南部保健医療圏に属しています）における医療体制の確保に向けて、区内外の医療機関等との連

携も必要です。 

・効果的な治療法が確立されていない難病は、療養が長期に渡り、患者や家族の精神的・経済的な負担が

大きくなるとともに、家族介護の負担も重くなっています。 

  区では、国や都が実施する医療費助成のほか、日常生活用具や居宅介護などのサービス給付、難病講

演会やパーキンソン教室の開催、保健師等による療養相談等を行っています。医療費助成申請の際に、

東京都や区の事業の案内を行っていますが、十分に認知されているとは言えず、利用促進に向けて更な

る周知を図る必要があります。引き続き、国や都の動向を踏まえ、多岐にわたる難病患者のニーズに対

応するため、支援体制の強化を図る必要があります。 

 

主な取組 

■休日診療体制の確保■ 

誰もがいつでも地域で安心して医療を受けられる環境を整えるため、休日診療所及び調剤薬局を運営

するとともに、日曜・祝日・年末年始の歯科の急病に備え、休日応急歯科診療を実施します。 

また、15 歳未満の小児を対象とした平日・夜間の初期救急を確保するため、小児初期救急事業を実施

します。 

 

施策３ 地域保健医療体制の充実 
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■障害者歯科診療事業の実施■ 

障害のある人の口腔保健の向上を目的として、障害者歯科診療所を運営します。 

 

■難病等保健医療対策の充実■ 

難病患者やその家族に寄り添い療養相談を実施するとともに、難病患者同士が療養上の不安や悩みを

分かち合い、情報交換を行うための集いの場やパーキンソン教室、難病講演会を開催し、知識の普及と理

解促進に取り組みます。 

また、医療費助成の手続きの機会などを捉え、難病患者が利用できるサービス等について積極的に周知

を図ります。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

目黒区休日・準夜診療事業、休日・準夜

調剤事業、目黒区休日歯科応急診療事業 

 主に軽度の救急患者を対象として、休日

に診療・調剤・歯科診療を行うことができ

るよう診療体制の整備を推進します。 

（健康推進課） 

・休日診療所及び休日

調剤薬局の開設（通年

開設：区内２か所、11

月～２月開設：１か

所） 

・休日歯科診療を輪番

制で開設 

・継続 ・継続 

継続 

障害者歯科診療事業の実施 

 区内に在住、在勤もしくは在学する身体

障害者手帳又は愛の手帳を持つ人を対象

に、予防や治療などの歯科医療を提供しま

す。 

（健康推進課） 

・障害者歯科診療所の

開設 

・継続 ・継続 

継続 

目黒区平日夜間小児初期救急診療事業 

入院を必要としない小児患者に対して、

平日夜間の小児初期救急医療体制を確保

し、患者の状態に応じた適切な救急医療を

提供します。 

（健康推進課） 

・平日夜間小児初期救

急診療事業の実施

（祝・休日を除く、月

曜～金曜に実施） 

・継続 ・継続 

継続 

難病保健事業の充実 

難病患者及びその家族の精神的・経済

的、介護面の負担軽減を図るため、療養生

活の支援や療養相談を実施します。 

（保健予防課、碑文谷保健センター） 

・患者とその家族を対

象にパーキンソン教

室、難病講演会、集い

の場の実施 

・保健師等による療養

相談を随時実施 

・継続 ・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

在宅療養のための地域資源の情報提供

（再掲） 

 在宅療養を必要とする人が住み慣れた地

域で安心して在宅療養生活を送るため、地

域の病院・診療所、歯科診療所、薬局、介

護事業等の情報を提供します。 

（福祉総合課） 

・冊子版「在宅療養資

源マップ」の配布 

・電子版「医療・介護

資源情報システム」の

運用 

・継続 ・継続 

・冊子版

「在宅療養

資源マッ

プ」の改

訂・配布 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

・区民が健康で安全、快適な生活を送るためには、生活の拠点となる住宅や利用する建築物、日常生活に

欠かせない営業施設などが衛生的な環境でなければなりません。このため、建築物は計画段階から衛生

的な指導を行い、貯水槽を有する水道設備や営業施設などには、検査や指導を行っています。また、ね

ずみや衛生害虫の駆除は感染症予防や危害防止の観点から、訪問指導、相談、講習会等により区民を支

援しています。 

・医薬品の安全確保については、多様な医薬品を患者が適正に服用するための情報提供と相談体制が不

可欠であるため、引き続き薬局、医薬品販売業への検査や指導をしていかなければなりません。また、

麻薬や覚醒剤等に似た成分を含んだ危険ドラッグは、国や都と連携して、区民への危険性の周知を行っ

ていますが、更に広く伝えていく必要があります。医療相談窓口（コールセンター）では、診断や治療

法、保険制度などを含めた一元的な相談、苦情対応を行っています。関係者間の情報共有を円滑にし、

相談対応能力の向上を図っていくことが必要です。 

・家庭での飼育動物は、愛玩動物から「家族」、「人生のパートナー」へと変化し、コロナ禍での在宅時間

の増加に伴うペットブームの一方で、犬の鳴き声や糞尿の放置など多くの苦情が寄せられています。ま

た、東日本大震災を契機とした、ペットの同行避難、被災動物対応への関心の高まりも受けて、区民に

対するペットの適正飼養の啓発や災害に備えたペット防災の周知、備蓄品などの整備を進めています。 

 ・ペットトラブルや飼い主のいない猫への無責任な給餌などの動物に関わる課題の多くは地域社会に

密着しているため、解決には地域で活動するボランティア団体への支援も必要です。さらに、災害時に

おけるペットの同行避難及び、被災動物の保護などを適切に行うため、関係機関等との連携を深める必

要があります。 

 

主な取組 

■居住環境・生活環境の安全確保■ 

 ねずみ・衛生害虫等の対策は、感染症予防等の観点からその発生を防止する環境づくりを中心に総合的

施策４ 安全で快適な生活環境の確保 
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な防除を推進します。建築物事前協議制度に基づき建築物の衛生的な構造・設備の普及を図ります。 

 飲み水の安全、特に貯水槽水道の衛生的な管理の普及、東京都が推進している貯水槽を設けない給水方

式の導入に向けた普及を図ります。 

 環境衛生関係営業施設等について、最新の知見を基に監視指導や感染症予防等に関する最新情報の提

供及び自主管理体制の支援を行い衛生水準の維持向上を図ります。また、区民には、利用者の視点からの

情報提供を行います。 

 

■医薬品等の安全確保■ 

 薬事関係施設に対し、医薬品等の適正管理について立入検査を実施するとともに、安全使用のための情

報が患者等に十分提供されるよう、薬剤師や登録販売者の適正配置や医薬品のインターネット販売等に

ついて監視指導を実施します。 

 危険ドラッグに対しては、区の関係する課をはじめ、都や薬物乱用防止関係団体と連携し、その危険性

について普及啓発を行っていきます。 

 医療相談窓口（コールセンター）をより効果的に活用するため、都や医療安全関係団体の研修参加、他

機関との連携・協力を通じて情報収集を行い、区民からの医療に関する相談対応の充実を図ります。 

 

■ペットの適正飼養及びペット防災の啓発■ 

 ペットの適正飼育の普及、マナー啓発プレート等の配布など啓発事業を行い、飼い主の社会的責任やマ

ナーの普及啓発を推進します。また、災害時のペットの同行避難及び被災動物の保護などを円滑に行うた

め飼い主の日頃からの備えについて普及啓発を図るとともに、備蓄品などの整備を行います。こうした災

害対策について、関係機関、関係団体、地域等との連携・協力に努めます。 

 

■狂犬病予防注射の注射率向上■ 

 新型コロナウイルス感染症の影響を契機に、適正飼育の普及啓発のありかた、狂犬病予防週間における

予防注射の実施方法を検討するとともに、未接種犬の飼い主に対する督促などを行いつつ、狂犬病予防注

射の注射率の向上を図ります。 

 

■飼い主のいない猫対策■ 

 飼い主のいない猫対策の一環として、不妊・去勢手術の費用助成事業を推進するとともに、地域猫活動

の普及啓発を図ります。 

 

【主な事業】 

種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

居住環境の安全確保 

区民が健康かつ安全で快適な生活を送るた

め、室内環境、貯水槽等の給水設備、レジオネ

ラ症予防上、維持管理に注意が必要な設備等に

ついて衛生知識の普及及び指導を行います。 

（生活衛生課） 

・区公式ウェブサ

イトによる普及啓

発 

・区民からの相談

の対応 

・継続 ・継続 
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種別 
事業名・事業概要 
（担当課） 

事業の実施状況 
（令和５年度） 

事業目標 

前期 
(６～８年度) 

後期 
(９～10年度) 

継続 

ねずみ・衛生害虫等防除対策の推進 

 公衆衛生の確保を目的に、蚊などの衛生害

虫防除対策事業を推進します。また、区民か

ら寄せられるねずみや衛生害虫等に関する相

談に応じ、生態及び環境対策に主眼を置いた

防除方法についての知識の普及を図ります。 

（生活衛生課） 

・公共雨水枡等への

蚊等の成長阻害剤の

投入 

・区公式ウェブサイ

トによる普及啓発 

・区民からの相談の

対応 

・継続 ・継続 

継続 

営業施設等に対する監視指導体制の充実 

環境衛生関係営業施設等（理・美容所、公

衆浴場等）に対し、最新の知見を取り入れ、

業種、形態に応じた衛生管理基準に基づき、

重点的な監視指導を実施し、施設の衛生水準

の向上を図ります。 

（生活衛生課） 

・年間事業計画に基

づき監視を実施 

・継続 ・継続 

継続 

医薬品等の監視指導の実施 

薬局や医薬品販売業に対し、医薬品等の適

正管理について立入検査を行い、薬剤師等の

適正配置や医薬品のインターネット販売につ

いて監視指導を行います。 

（生活衛生課） 

・薬局・医薬品販売

業各施設に対し、計

画的に立入検査を実

施 

・継続 ・継続 

継続 

薬物乱用防止の推進 

危険ドラッグを含む薬物の危険性につい

て、東京都薬物乱用防止推進目黒地区協議会

と区が連携し、様々な機会を捉え広く区民に

普及・啓発を行っていきます。 

（健康福祉計画課、生活衛生課） 

・薬物乱用防止ポス

ター・標語の区内中

学生への募集 

・区内小中学校での

薬物乱用防止教室の

開催 

・啓発グッズ等の配

布 

・継続 ・継続 

継続 

動物の適正飼育の普及啓発 

動物に対する適正な飼育について、普及啓

発を図ります。また、災害に備えて、被災し

たペットの飼育に必要な備蓄品等を整備しま

す。 

（生活衛生課） 

・犬の飼い方セミナ

ー、動物愛護イベン

ト開催 

・マナー啓発プレー

ト配布 

・避難所運営訓練等

での手引きの配布 

・継続 ・継続 

継続 

狂犬病予防注射の注射率向上 

狂犬病の予防について普及啓発を図るとと

もに、狂犬病予防注射の注射率向上を図りま

す。 

（生活衛生課） 

・狂犬病予防週間を

４月中１か月間実施 

・令和４年度末接種

率 71.2% 

・現況より

上げる 

・現況より

上げる 

 

  


